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《提出先・お問合せ先》

太良町役場税務課 課税係
〒849-1698
佐賀県藤津郡太良町大字多良１番地６
TEL：0954-67-0349 FAX：0954-67-2103

◎申告書を郵送で提出される方で、控用の返送が必要な場合は必ず返信用封筒に切手を貼付し同
封してください。返信用封筒及び切手の同封がない場合は返送いたしません。

◎毎年1月1日現在における償却資産の所有状況をその資産の所在地の市町村長に申告する

ことが義務付けられています。



１．償却資産とは

個人や会社で工場・商店などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方、農業
や漁業等を営んでいる方が、その「事業のために用いる」ことができる構築物、機械及び装置、工
具・器具及び備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されま
す。

償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、1月1日現在における資産の所有状況をその資
産の所在地の市町村長に申告することが義務付けられています。

１ 償却資産の種類

下の表は「資産の種類」ごとの主な償却資産の例示です。

主 な 償 却 資 産 の 例 示資 産 の 種 類

舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板（広告塔等）、
ゴルフ練習場設備等

構 築 物
１
構
築
物 受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等建 物 附 属 設 備

各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設
備（ターンテーブルを含みます。）、太陽光発電設備等２ 機 械 及 び 装 置

一般船舶、漁船、モーターボート、ヨット、遊覧船等
※ただし、推進器を有しない浚渫船等は「２ 機械・装置」に入ります。

３ 船 舶

飛行機、ヘリコプター、グライダー等４ 航 空 機

フォークリフト・ショベルローダーなどの大型特殊自動車
（分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900
から999の車両」）等

５ 車 両 及 び 運 搬 具

事務机、事務椅子、陳列ケース、テレビ、パソコン、プリンター、金
庫、ルームエアコン、レジスター、自動販売機、看板（ネオンサイ
ン）等

６ 工具、器具及び備品

２ 申告する資産とは

（１）土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の
対象となる資産（土地及び家屋の用語の意義は、地方税法第341条の規定によります。）

◎次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
ア 建設仮勘定で経理されている資産
イ 決算期以後１月１日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
ウ 簿外資産（会社の帳簿に記載されていない資産）
エ 償却済資産（減価償却が終わった資産）
オ 遊休資産（稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産）
カ 未稼働資産（既に完成しているが、未だ稼働していない資産）
キ 借用資産（リース資産）で、契約の内容が割賦販売と同等である資産

※借用している方が償却資産としてご申告ください。
ク 取得価額が30万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第28条の２又は第67条の５の適用

により即時償却した資産

令和８年１月１日現在事業の用に供することができる資産のうち、次の（１）（２）の要件を満た
すものです。
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（２）耐用年数が１年以上で取得価額（１個又は１組当たり）が10万円以上の資産
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３ 償却資産の課税客体となる車両

自動車等については、下の表のとおり、車両の分類ごとに対象となる税目が決まっています。償却
資産の申告の対象となるのは大型特殊自動車のみとなります。小型特殊自動車であるフォークリフト
やトラクター等は軽自動車税の対象となり、償却資産申告の対象とはなりませんのでご注意ください。

なお、自動車税、軽自動車税の対象となる乗用車、トラック等に属するカーラジオ、カーナビゲー
ションシステム等は申告の対象になりません。

※小型特殊自動車の規格

（上記の基準をひとつでも超えていれば大型特殊自動車に該当します）
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２．国税の取扱いとの主な違い

固定資産税（償却資産）と国税では取扱いが異なる点がありますので、御留意ください。



３．償却資産の申告について

１ 申告していただく方

令和８年１月１日現在、太良町内に償却資産を所有されている方です。
なお、次の方も申告が必要です。
ア 償却資産を他に賃貸している方
イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
ウ 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方
エ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
オ 償却資産の所有者が分からない場合、現に使用されている方
カ 償却資産を共有されている方（各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、代表者を決め、

「代表者（外○名）」という共有名義でご申告ください。）
キ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人（テナント）等の方

● 廃業や移転等により全ての償却資産が減少された方
※申告書の18 備考欄に減少事由(廃業・移転・合併等）とその年月日を記入して提出してください。

● 償却資産を所有されていない方
※申告書の18 備考欄に「該当資産なし」と記入して提出してください。

１．一般方式
太良町からお送りした様式により前年中に増加又は減少した資産を申告していただく方式です。
（評価額等の計算は太良町で行います。）
また、前年中に資産の増加及び減少が無い場合でも、申告書の提出が必要です。

２．電算処理方式
事業者側が作成した様式により、所有している全ての資産について申告していただく方式です。
（評価額等の計算も事業者で行っていただきます。）

３．電子申告
eLTAX（地方税ポータルシステム）により、所定の手続きにしたがって、申告データを送信して
いただく方法です。詳しい利用方法等につきましては、eLTAXホームページをご覧ください。

（eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/ ）

２ 申告方法

３ 提出書類

提出書類申 告 種 別 等

償却資産申告書
種類別明細書

「種類別明細書」に増減を記入してください。
資産に増減の
ある場合

昨年度に引き
続いて申告さ
れる方

一

般

方

式

償却資産申告書
「申告書」の備考欄に「増減なし」等を
記入してください。

資産に増減の
ない場合

償却資産申告書
「申告書」の備考欄に廃業・解散・転出等の
旨と年月日を記入してください。

廃業・解散・転出等
された場合

償却資産申告書
種類別明細書

「申告書」及び「種類別明細書」に
１月１日現在所有している全資産を記入して
ください。

資産のある場合
初めて申告さ
れる方

償却資産申告書
「申告書」の備考欄に「該当資産なし」と
記入してください。資産のない場合

償却資産申告書
種類別明細書

１月１日現在所有している全資産を
記入してください。電 算 処 理 方 式
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４ 番号法に定める本人確認の実施

平成28年１月１日以後に提出する償却資産申告の様式にマイナンバー（個人番号）・法人番号の記
載欄が追加されました。これにより、マイナンバー（個人番号）を記載した申告書を提出いただく際、
番号法に定める本人確認を実施します。申告の際には、以下の本人確認資料をお持ちください。

また、郵送の場合は本人確認資料の写しを添付しご提出ください。
なお、法人番号を記載した申告書を提出いただく場合やeLTAXによる申告の場合には、本人確認資

料の提示・添付は不要です。

ア 本人が申告書を提出する場合

「個人番号カード」「通知カード」「住民票の写し（個人番号付き）」等番 号 確 認 資 料

①「個人番号カード」「運転免許証」「旅券」等
②「太良町から送付された氏名・住所が印字済の償却資産申告書」等

身 元 確 認 資 料

「本人の個人番号カード」「本人の通知カード」「本人の住民票の写し（個人
番号付き）」等

本人の番号確認資料

「代理人の個人番号カード」「代理人の運転免許証」「代理人の旅券」「代理
人の税理士証票」「登記事項証明書及び社員証（代理人が法人の場合）」等

代理人の身元確認資料

「税務代理権限証書」「委任状」等代 理 権 確 認 資 料

イ 代理人が申告書を提出する場合

正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により、過料を科せられること

があるほか、同法第368条の規定により、不足額に加えて延滞金を徴収される場合があります。

また、虚偽の申告をされた場合には、同法第385条の規定により罰金等を科せられることがありま

す。

申告書を提出されない場合でも、前回申告と同様の償却資産があるとみなして課税を行いますので

ご承知おきください。

５ 申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

申告書受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条

に基づいて償却資産の実地調査を行うことがあります。

調査のため、法人税（所得税）申告書や決算書類(減価償却資産明細書（固定資産台帳)、貸借対照表等)

の開示又は写しの提出を求める場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

調査の結果、申告漏れ資産等が判明した場合は、修正申告をお願いすることがあります。その場合には、地

方税法第17条の５第５項及び第７項の規定により、資産の取得・除却年次に応じて過年度分についても遡及

して税額の変更をすることがありますので、あらかじめご了承ください。

なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり納期は１回となります。

６ 実地調査のお願い

地方税法第354条の２の規定により、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行っています。閲覧

した書類の内容と、申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調査を含め個別に確認させていただきます

ので、ご協力をお願いします。なお、調査の結果により賦課決定を行う場合もありますので、あらかじめご了承

ください。

７ 国税資料等の閲覧について
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９ 建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて

（１）自己所有家屋に取り付けた建物附属設備
ア 建物附属設備の家屋と償却資産の区分

自己所有家屋に取り付けた建物附属設備は、固定資産税の取扱い上、次により家屋と償却資
産とに区分して課税されます。詳しくは次ページの区分表を参照してください。

イ 特定の生産又は業務用の設備等の取扱い
特定の生産活動を行うために必要な動力源装置、熱源装置、水処理装置、汚水処理装置、冷

却装置、動力配線・配管、コンセント、ガス配管、給排水配管、給排気設備、エアー配管、油
配管、照明設備等及びその附属設備は、償却資産となります。

（２）賃借人等の方が取り付けた内装、造作、建築設備等の資産（特定附帯設備）
賃貸ビルなどを借り受けて事業されている方（テナントの方）が自らの事業を営むために取り

付けた電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等や外壁、内壁、天井、床等の仕上および建
具、配線・配管等のことを特定附帯設備といいます。

特定附帯設備は、地方税法第343条第10項及び太良町税条例第54条第８項の規定により、テナン
トの方が償却資産として申告してください。
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主 な 償 却 資 産 の 例 示業 種

タイムレコーダー⑸、事務机(15又は8)、事務椅子(15又は8)、応接セット⑻、
ロッカー⒂、キャビネット⒂、金庫⒇、レジスター⑸、コピー機⑸、ルームエ
アコン⑹、パソコン⑷、サーバー⑸、LAN配線⑽、看板⑽、受変電設備⒂、
舗装路面（10又は15）、その他

共通

テーブル⑸、椅子⑸、厨房用品⑸、カラオケ⑸、冷蔵庫⑹、ネオンサイン⑶、
その他

飲食業

理・美容椅子⑸、消毒殺菌器⑸、タオル蒸器⑸、パーマ器⑸、サインポール⑶、
湯沸かし器⑹、その他理・美容業

洗濯機⒀、脱水機⒀、ドライ機⒀、プレス⒀、給排水設備⒂、その他クリーニング業

冷凍機⑼、肉切断機⑼、挽肉機⑼、電子秤⑸、冷蔵ストッカー⑷、冷蔵庫⑹、
陳列ケース(6又は8)、自動販売機⑸、その他

小売業
食肉鮮魚販売業

旋盤⑽、ボール盤⑽、フライス盤⑽、プレス圧縮機(10又は15)、測定工具⑸、
検査工具⑸、工業用水道⒂、その他加工・修理業

レントゲン機器⑹、調剤機器⑹、ファイバースコープ⑹、消毒殺菌用機器⑷、
手術機器⑸、歯科診療ユニット⑺、その他医（歯）業

立体駐車場のターンテーブル及び機器部分⑽、金属造の塀⑽、
コンクリート造の塀⒂、緑化施設（植木等）⒇、太陽光発電設備⒄、その他

不動産貸付業

果樹棚⒁、ビニールハウス⒁、農機具（トラクター⑺等）、その他農業

８ 業種別の主な償却資産

下の表は「業種」ごとの主な償却資産の例示です。

単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの又は独立した
機器としての性格の強いもの

償却資産とするもの
（申告対象）

家屋の所有者が所有し、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高
める電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、消火設備、空調
設備など

家屋とするもの
（申告対象外）



家屋と償却資産の区分表
※下の表は、主な設備等の例示です。
※一般的な施工状況のものを想定し、作成しております。
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（１）非課税となる資産
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定の要件を備える償却資産については、固

定資産税が課税されません。

１０ 非課税及び課税標準の特例について

（２）課税標準の特例について
地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税
負担の軽減が図られます。
該当する資産を所有されている方は、「償却資産申告書」の備考欄に特例適用内容と「種類別

明細書」の摘要欄に“特例適用”等記入していただき、特例内容に係る資料とともにご提出くだ
さい（特例適用の資料の提出は初年度のみです）。詳しくは税務課までお問い合わせください。

※特例申請書は太良町ホームページからダウンロードできます。

下の表は主な課税標準の特例の対象となる償却資産の一覧です。

添付書類特例率
根拠規定

特例対象資産

項号条

・船舶検査証書
・船舶国籍証書の写し 等

1/2第5項

地
方
税
法
第
三
四
九
条
の
三

内航船舶

・特定施設設置（使用、変更）届出書の写し1/２第2項第1号

地

方

税

法

附

則

第

十

五

条

汚水又は廃液の処理施設

・条件を満たしていることが分かる書類の写
し(補助金の写し等)

※詳細は経済資源エネルギー庁のホームペー
ジをご覧ください。

2/3第25項第１号イ（１千㎾未満）太陽光発電設備

3/4第25項第３号イ（１千㎾以上）

・再生可能エネルギー発電設備認定通知の
写し

2/3(※)第25項第１号ロ（20㎾以上）風力発電設備

3/4(※)第25項第３号ロ（20㎾未満）

3/4(※)第25項第３号ハ（５千㎾以上）水力発電設備

1/2(※)第25項第４号イ（５千㎾未満）

2/3(※)第25項第１号ハ（１千㎾未満）地熱発電設備

1/2(※)第25項第４号ロ（１千㎾以上）

2/3(※)第25項第１号ニ(1万㎾以上2万㎾未満)バイオマス発電設
備

1/2(※)第25項第４号ハ（１万㎾未満）

6/7(※)第25項第2号(1万㎾以上2万㎾未満)特定バイオマス発
電設備

・先端設備等導入計画認定書の写し
・工業会等による仕様等証明書の写し
・従業員への賃上げ方針を表明したことを証
する書類 等

1/2
又は
1/3

地方税法第15条
旧法附則第44項

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに
中小事業者等が先端設備等導入計画の認定後
に導入計画に基づき取得した機械及び装置、
工具、器具及び備品、建物附属設備

（※）地方自治体が特例率を定めることができる仕組み「わがまち特例」が導入されています。
詳細についてはお問合せください。

＊ 税制改正により、特例対象資産、適用期間、特例率等が変更になることがあります。
＊ 災害減免について

火災・台風等の災害で償却資産が被害を受けた場合、被害状況により税額が軽減されること
がありますので、被災されたときはご連絡ください。



４．主な償却資産の耐用年数表
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５．税額等の算出方法について

＜評価額の算出方法＞

償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産

について一品ごとに賦課期日（１月１日）現在の評価額を算出します。

破線枠内の数値処理は、太良町の電算システムにおいては小数点以下第4位を四捨五入しています。
ｒ：耐用年数に応ずる減価率
Ａ：半年分の減価残存率で本ページ＜減価残存率表＞のＡ欄です。
Ｂ：１年分の減価残存率で本ページ＜減価残存率表＞のＢ欄です。

・１月１日取得の資産については、その前年の12月を取得年月とします。
・初年度の評価額は、取得月にかかわらず半年分の減価があったものとして算出します。

注意 算出した評価額が取得価額の５％を下回る場合は、取得価額の５％の額が評価額となります。

＜減価残存率表＞

『固定資産評価基準』＊別表第 15 「耐用年数に応ずる減価率表」より作成

*『固定資産評価基準』とは、地方税法第388条に基づく総務大臣の告示です。
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＜課税標準額の算出方法＞

各資産の評価額を合算した額（決定価格）が課税標準額（1,000円未満切り捨て）となります。

なお、課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額のそれぞれ特例率を乗

じて得た額を基に課税標準額を算出します。

課税標準額（1,000円未満切り捨て） × 税率（100分の1.4） ＝ 税額（100円未満切り捨て）

＜計算例（概算）＞

計算例は以下のとおりです。
なお、一般方式で申告される場合には、実際の評価計算については、太良町の電算システムで行い

ますので、算出する必要はありません。

＜税額の算出方法＞

課税標準額に基づき、税額を算出します。

・課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。
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